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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィラーを含む製紙方法であって、
　フィラー粒子のブレンド、少なくとも１つの濾水添加物またはウェットウエブ強度添加
物または湿潤強度助剤、およびセルロース繊維ストックを提供する工程、
　前記フィラー粒子を、セルロース繊維ストックなしで、物質組成物で処理する工程、
　前記フィラー粒子を前記セルロース繊維ストックと組み合わせる工程、
　前記組み合わせを、湿潤強度助剤、ウェットウエブ強度添加物、濾水添加物およびそれ
らの組合せからなる群より選択される要素で処理する工程、ならびに
　前記組み合わせから紙マットを形成する工程
　を含み、
　前記フィラー粒子の少なくとも１０％は沈降炭酸カルシウムであり、前記フィラー粒子
の少なくとも１０％は重質炭酸カルシウムであり、セルロース繊維ストックは、複数のセ
ルロース繊維および水を含み、前記物質組成物は前記紙マット中の前記湿潤強度助剤また
はウェットウエブ強度添加物または濾水添加物の性能を増強させ、
　前記物質組成物の少なくともいくらかは、回転混合装置を用いて前記フィラーに添加さ
れ、前記装置は、ドライブにより回転され、前記フィラー粒子のスラリーを含む容器内に
配置され、回転平面と関連づけられている分配ヘッドを有し、前記分配ヘッドは、回転軸
を取り囲むその周囲に沿って、前記組成物が前記スラリーに注入される分配出口および混
合ブレードを有し、
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　前記出口が開口として形成され、前記混合ブレードが、前記回転平面に直角に延在し、
スラリーパイプの内径の少なくとも半分に等しい長さを有するストリップとして形成され
ることを特徴とし、
　ならびに、前記組成物を前記フィラースラリーに混合させるために、前記組成物は前記
分配ヘッドに送達される、方法。
【請求項２】
　前記紙マットは前記組み合わせからいくらかの水を除去することにより形成される、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記炭酸カルシウムの少なくともいくらかは、非分散炭酸カルシウム、分散スラリー炭
酸カルシウム、チョーク、およびそれらの任意の組み合わせからなるリストより選択され
る１つの形態である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記炭酸カルシウムの少なくとも一部分は分散スラリー炭酸カルシウム形態であり、前
記分散スラリー炭酸カルシウムは、ポリアクリル酸ポリマ分散剤、ポリリン酸ナトリウム
分散剤、カオリン粘土スラリー、およびそれらの任意の組み合わせから選択される少なく
とも１つのアイテムをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記フィラー粒子のブレンドは５０％の重質炭酸カルシウムおよび５０％の沈降炭酸カ
ルシウムである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記物質組成物は凝固剤である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記物質組成物は、無機凝固剤、有機凝固剤、縮合重合凝固剤、およびそれらの任意の
組み合わせからなるリストより選択される凝固剤である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記物質組成物は２００から１，０００，０００の間の分子量範囲を有する凝固剤であ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記物質組成物は、ミョウバン、アルミン酸ナトリウム、ポリ塩化アルミニウム、クロ
ロヒドロキシアルミニウム、アルミニウムヒドロキシドクロリド、ポリアルミニウムヒド
ロキシクロリド、硫酸化ポリ塩化アルミニウム、ポリアルミニウムシリカスルフェート、
硫酸第二鉄、塩化第二鉄、エピクロロヒドリン－ジメチルアミン（ＥＰＩ－ＤＭＡ）、Ｅ
ＰＩ－ＤＭＡアンモニア架橋ポリマ、二塩化エチレンおよびアンモニアのポリマ、二塩化
エチレンのポリマ、ジメチルアミンのポリマ、多官能性ジエチレントリアミンの縮合ポリ
マ、多官能性テトラエチレンペンタミンの縮合ポリマ、多官能性ヘキサメチレンジアミン
の縮合ポリマ、多官能性二塩化エチレンの縮合ポリマ、メラミンポリマ、ホルムアルデヒ
ド樹脂ポリマ、カチオン荷電ビニル付加ポリマ、およびそれらの任意の組み合わせからな
るリストより選択される凝固剤である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記物質組成物はＡｃＡｍ／ＤＡＤＭＡＣコポリマである、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記濾水添加物またはウェットウエブ強度添加物または湿潤強度助剤は、グリオキシル
化アクリルアミド／ＤＡＤＭＡＣコポリマ、ポリビニルアミン、ポリビニルアミド、ポリ
ジアリルアミン、およびそれらの任意の組み合わせのリストから選択されるものである、
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記濾水添加物またはウェットウエブ強度添加物または湿潤強度助剤の前記紙マットの
固体部分に対する比は１トンの紙マットあたり０．３から５ｋｇの強度添加物である、請
求項１に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記ＧＣＣ粒子の少なくともいくらかは前記物質組成物で処理される、請求項１に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記ＰＣＣ粒子のいずれも前記物質組成物で処理されない、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記紙マットは固体部分を有し、前記紙マット中の前記フィラー粒子は、前記紙マット
の前記固体部分の組み合わせた質量の５０％超を占める、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記濾水添加物またはウェットウエブ強度添加物または湿潤強度助剤および前記物質組
成物は同じ電荷を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記フィラー粒子のブレンドは、有機顔料、無機顔料、粘土、タルク、二酸化チタン、
アルミナ三水和物、硫酸バリウム、水酸化マグネシウム、およびそれらの任意の組み合わ
せからなるリストより選択される１つのアイテムをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　フィラーの使用を含む製紙方法であって、
　フィラー粒子のブレンド、少なくとも１つの乾燥強度助剤、およびセルロース繊維スト
ックを提供する工程、
　前記フィラー粒子を、セルロース繊維ストックなしで、物質組成物で処理する工程、
　前記フィラー粒子を前記セルロース繊維ストックと組み合わせる工程、
　前記組み合わせを少なくとも１つの乾燥強度助剤で処理する工程、ならびに
　前記組み合わせから紙マットを形成する工程
　を含み、
　前記フィラー粒子の少なくとも１０％は分散スラリー炭酸カルシウム形態であり、
　前記セルロース繊維ストックは複数のセルロース繊維および水を含み、ならびに
　前記物質組成物は、前記紙マット中の前記乾燥強度助剤の性能を増強させ、
　前記物質組成物の少なくともいくらかは、回転混合装置を用いて前記フィラーに添加さ
れ、前記装置は、ドライブにより回転され、前記フィラー粒子のスラリーを含む容器内に
配置され、回転平面と関連づけられている分配ヘッドを有し、前記分配ヘッドは、回転軸
を取り囲むその周囲に沿って、前記組成物がスラリーに注入される分配出口および混合ブ
レードを有し、
　前記出口が開口として形成され、前記混合ブレードが前記回転平面に直角に延在し、ス
ラリーパイプの内径の少なくとも半分に等しい長さを有するストリップとして形成される
ことを特徴とし、
　ならびに、前記組成物を前記フィラースラリーに混合させるために、前記組成物は前記
分配ヘッドに送達される、方法。
【請求項１９】
　濾水添加物またはウェットウエブ強度添加物または湿潤強度助剤とフィラー粒子と混合
されたセルロース繊維との間の相互作用を増加させる方法であって、
　フィラー粒子を、セルロース繊維ストックなしで、物質組成物で前処理する工程、
　前処理したフィラー粒子をセルロース繊維と組み合わせる工程、ならびに
　前記組み合わせを少なくとも１つの濾水添加物またはウェットウエブ強度添加物または
湿潤強度助剤で処理する工程
　を含み、
　前記フィラー粒子は、沈降炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウム、およびそれらの任意
の組み合わせからなるリストより選択され、ならびに
　前記物質組成物は、前記濾水添加物または前記ウェットウエブ強度添加物または湿潤強
度助剤の前記フィラー粒子への付着を抑制し、
　前記物質組成物の少なくともいくらかは、回転混合装置を用いて前記フィラーに添加さ
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れ、前記装置は、ドライブにより回転され、前記フィラー粒子のスラリーを含む容器内に
配置され、回転平面と関連づけられている分配ヘッドを有し、前記分配ヘッドは、回転軸
を取り囲むその周囲に沿って、前記組成物が前記スラリーに注入される分配出口および混
合ブレードを有し、
　前記出口が開口として形成され、前記混合ブレードが前記回転平面に直角に延在し、ス
ラリーパイプの内径の少なくとも半分に等しい長さを有するストリップとして形成される
ことを特徴とし、
　ならびに、前記組成物を前記フィラースラリーに混合させるために、前記組成物は分配
ヘッドに送達される、方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　この発明は製紙プロセスにおいて、脱水効率を改善し、シートウェットウエブ強度を増
加させ、シート湿潤強度を増加させ、フィラー歩留を増強させる方法に関する。典型的に
は、製紙プロセスでは、化学薬品がウェットエンドでスラリーの脱水を補助するために添
加され、歩留が増加され、湿潤または乾燥シート強度が改善される。製紙プロセスのウェ
ットエンドは、製紙プロセスにおける、繊維が水中にスラリー形態で分散している段階を
示す。繊維－水スラリーはその後、濾水および脱水プロセスを通過し、ウェットウエブが
形成される。このウェット形成プロセス後の固形分は約５０％である。ウェットウエブは
さらに乾燥され、紙マットの乾燥シートを形成する。紙マットは水および固形物を含み、
通常、４から８％が水である。紙マットの固形物部分は繊維（典型的にはセルロース系繊
維）を含み、フィラーも含むことができる。
【０００２】
　フィラーは、紙マットに製紙プロセス中に添加され、得られた紙の不透明さおよび光反
射特性を増強させる鉱物粒子である。フィラーのいくつかの例は、米国特許第７，２１１
，６０８号に記載されている。フィラーは、不透明さまたはブライトネスを増加させ、多
孔度を低減させ、または紙もしくは板紙シートのコストを低減させるために使用される無
機および有機粒子または顔料を含む。フィラーのいくつかの例としては、下記の１つ以上
が挙げられる：カオリン粘土、タルク、二酸化チタン、アルミナ三水和物、硫酸バリウム
、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウムなどの顔料、など。
【０００３】
　炭酸カルシウムフィラーは２つの形態、ＧＣＣ（重質炭酸カルシウム）およびＰＣＣ（
沈降炭酸カルシウム）で提供される。ＧＣＣは天然起源の炭酸カルシウム岩であり、ＰＣ
Ｃは合成的に生成された炭酸カルシウムである。より大きな比表面積を有するので、ＰＣ
Ｃはより大きな光散乱能力を有し、より良好な光学特性を得られた紙に提供する。しかし
ながら、同じ理由のために、ＰＣＣ内填紙マットは、ＧＣＣ内填紙よりも、乾燥強度、湿
潤強度およびウェットウエブ強度が弱い紙を生成する。
【０００４】
　フィラーは、一般に繊維よりもずっと小さく、そのため、フィラーは繊維よりもずっと
大きな比表面積を有する。シート内のフィラー量を増加させるために見出される課題の１
つは、高いフィラー量は、ウェットエンド化学薬品、例えば脱水助剤、ウェットウエブ強
度助剤および湿潤強度助剤の効率を減少させてしまうことである。この発明は、新規フィ
ラー前処理を提供するものであり、そのため、ウェットエンド化学薬品のフィラー表面上
への吸着が低減され、よって、ウェットエンド化学薬品、例えば脱水助剤、ウェットウエ
ブ強度助剤および湿潤強度助剤の効率が増加した。
【０００５】
　紙ウェットウエブ強度は、製紙業者にとって非常に重要であり、というのも、紙ウェッ
トウエブ強度が増加すると、機械稼働性が増加し、シート破れおよび機械ダウンタイムが
低減されるからである。紙ウェットウエブ強度は、紙マットの織り合わされた繊維間で形
成される結合の数および強度の関数である。より大きな表面積を有するフィラー粒子は、
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それらの繊維に係合し、それらの結合の数および強度を妨害する可能性が高い。そのより
大きな表面積のために、ＰＣＣフィラーは、それらの結合を、ＧＣＣよりも大きく妨害す
る。
【０００６】
　紙脱水効率もまた、製紙業者にとって非常に重要であり、というのも、ウェットウエブ
における脱水効率の減少により、乾燥操作のための蒸気需要が増加し、機械速度および生
産効率が低減されるであろうからである。脱水助剤は、エネルギー消費を低減させ、機械
速度および生産効率を増加させる目的で、脱水効率を改善するために広く使用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第７，２１１，６０８号明細書
【特許文献２】米国特許第７，１２５，４６９号明細書
【特許文献３】米国特許第７，６１５，１３５号明細書
【特許文献４】米国特許第７，６４１，７７６号明細書
【特許文献５】米国特許第５，２２１，４３５号明細書
【特許文献６】米国特許第６，５９２，７１８号明細書
【特許文献７】米国特許第４，６０５，７０２号明細書
【特許文献８】米国特許出願公開第２００５／０１６１１８１号明細書
【特許文献９】米国特許第５，９９３，６７０号明細書
【特許文献１０】独国特許出願公開第４０２９８２４号明細書
【特許文献１１】独国特許出願公開第３９０１２９２号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上で確認される長年の、未解決の要求を満たすために、発明の少なくとも１つの実施
形態は、フィラーを含む製紙方法に関し、方法は、
　フィラー粒子のブレンド、少なくとも１つの濾水添加物またはウェットウエブ強度添加
物または湿潤強度助剤、およびセルロース繊維ストックを提供する工程、
　フィラー粒子を、セルロース繊維ストックなしで、物質組成物で処理する工程、
　フィラー粒子をセルロース繊維ストックと組み合わせる工程、
　組み合わせを少なくとも１つの湿潤強度助剤またはウェットウエブ強度添加物または濾
水添加物で処理する工程、ならびに
　組み合わせから紙マットを形成する工程
を含み、
　ここで、フィラー粒子の少なくとも１０％は沈降炭酸カルシウムであり、フィラー粒子
の少なくとも１０％は重質炭酸カルシウムであり、セルロース繊維ストックは、複数のセ
ルロース繊維および水を含み、物質組成物は紙マット中の湿潤強度助剤またはウェットウ
エブ強度添加物または濾水添加物の性能を増強させ、
　ここで、物質組成物の少なくともいくらかは、回転混合装置を用いてフィラーに添加さ
れ、装置は、ドライブにより回転され、フィラー粒子のスラリーを含む容器内に配置され
、回転平面（rotational plane）と関連づけられている分配ヘッドを有し、分配ヘッドは
、回転軸を取り囲むその周囲に沿って、組成物がスラリーに注入される分配出口および混
合ブレードを有し、
　出口が開口として形成され、混合ブレードが回転平面に直角に延在し、スラリーパイプ
の内径の少なくとも半分に等しい長さを有するストリップとして形成されることを特徴と
し、
　ならびに、組成物をフィラースラリーに混合させるために、組成物は分配ヘッドに送達
される。
【０００９】
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　追加の特徴および利点は本明細書で記載され、下記詳細な説明から明らかになるであろ
う。
【００１０】
　発明の詳細な説明は、図面に具体的に言及して、以下で記載される：
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明をフィラー粒子のスラリーに供給するために使用される装置の横断面図で
ある。
【図２】本発明をフィラー粒子のスラリーに供給するために使用される装置の横断面図の
分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　この開示のために、図面における同様の参照番号は、別記されない限り、同様の特徴を
示す。図面は、発明の原理の例示にすぎず、発明を、図示される特定の実施形態に制限す
ることは意図されない。
【００１３】
　発明の少なくとも１つの実施形態では、フィラーを含む紙の製造方法が提供される。発
明の少なくとも１つの実施形態では、製紙方法は、ＰＣＣおよびＧＣＣのフィラーブレン
ドを作製する工程であって、ＰＣＣは、フィラーの少なくとも１０質量％を占め、ＧＣＣ
は、フィラー質量の少なくとも１０％を占める工程、フィラー粒子の少なくともいくらか
をウェットウエブ強度添加物または濾水助剤または湿潤強度助剤とフィラー粒子との間の
付着を減少させるコーティングにより前処理する工程、並びにフィラーブレンドおよびウ
ェットウエブ強度添加物または濾水助剤または湿潤強度助剤の両方を紙マットに添加する
工程を含む。
【００１４】
　ウェットウエブ強度添加物または濾水助剤または湿潤強度助剤を紙マットに添加すると
、得られた紙のウェットウエブ強度が増加し、または濾水が増強され、または機械速度お
よび稼働性が改善され、またはシート湿潤強度が増強されることが、しばらくの間知られ
ていた。湿潤強度助剤、ウェットウエブ強度添加物および濾水助剤のいくつかの例が米国
特許第７，１２５，４６９号、第７，６１５，１３５号および第７，６４１，７７６号に
記載されている。
【００１５】
　不運なことに、紙マット中の大量のフィラーによる脆弱性を補うために大量の湿潤強度
助剤またはウェットウエブ強度添加物または濾水助剤を添加することは実用的ではない。
１つの理由は、それらの添加物が高価であり、大量の添加物を使用すると、商業的に生き
残れない生産コストとなってしまうからである。加えて、過度の添加物の添加は、製紙プ
ロセスに悪影響を与え、様々な形態の製紙用機器の操作性を阻害する。さらにセルロース
繊維は、限られた量の湿潤強度助剤またはウェットウエブ強度添加物または濾水助剤しか
吸着することができない。これにより、使用することができる添加物の量に制限が課せら
れる。これがそのようになる１つの理由は、湿潤強度助剤またはウェットウエブ強度添加
物または濾水助剤はアニオン性繊維／フィラーの電荷を中和する傾向があり、これらの電
荷が中和されるとそれらの添加物のさらなる吸着が阻害されるからである。
【００１６】
　フィラーを紙マットに添加すると、湿潤強度助剤またはウェットウエブ強度添加物また
は濾水助剤の有効性もまた低減される。それらの添加物は、フィラー粒子をコートする傾
向を有する。存在するフィラー粒子が多いほど、より多くの添加物がフィラー粒子をコー
トし、そのため、セルロース繊維を互いに結合させるのに使用可能な湿潤強度助剤または
ウェットウエブ強度添加物または濾水剤が少なくなる。添加することができる湿潤強度助
剤またはウェットウエブ強度添加物または濾水剤の最大量が存在するので、より多くのフ
ィラーが常に、より有効でない強度添加物を意味した。ＰＣＣのより高い表面積がＧＣＣ
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よりもより多くの添加物でコートされるので、この効果はＧＣＣよりもＰＣＣでより深刻
になる。
【００１７】
　発明の少なくとも１つの実施形態では、フィラー粒子の少なくともいくらかは、湿潤強
度助剤またはウェットウエブ強度添加物または濾水助剤のフィラー粒子への付着を少なく
とも部分的に防止するために、物質組成物で前処理される。前処理は１つ以上のフィラー
粒子のいくらかまたは全てを物質組成物で完全にコートすることを企図する。別の場合、
前処理は、物質組成物を、１つ以上のフィラー粒子の一部のみに適用すること、またはい
くらかのフィラー粒子を完全にコートすること、および物質組成物を、いくらかの他の粒
子の一部のみに適用することを企図する。少なくとも１つの実施形態では、前処理は、米
国特許第５，２２１，４３５号に記載される物質組成物の少なくともいくつか、特にその
中で記載されるカチオン電荷バイアス種を用いて実施される。少なくとも１つの実施形態
では、前処理は米国特許第６，５９２，７１８号で記載されるジアリル－Ｎ，Ｎ－二置換
アンモニウムハライド－アクリルアミドコポリマを用いて実施される。
【００１８】
　フィラー粒子を前処理することは当技術分野で知られているが、先行技術のフィラー粒
子を前処理する方法は、湿潤強度助剤またはウェットウエブ強度添加物または濾水助剤の
フィラー粒子への付着に対する影響に向けられていない。実際、多くの先行技術の前処理
は、強度添加物のフィラー粒子への付着を増加させる。例えば、米国特許第７，２１１，
６０８号はフィラー粒子を疎水性ポリマで前処理する方法を記載する。しかしながら、こ
の前処理は強度添加物とフィラー粒子との間の付着には役にたたず、強度添加物により吸
収される過剰の水を平衡させるために水をはじくにすぎない。対照的に、本発明は、湿潤
強度助剤またはウェットウエブ強度添加物または濾水助剤とフィラー粒子との間の相互作
用を減少させ、紙強度、シート脱水および機械稼働性の予想外に大きな増加が得られる。
【００１９】
　所定の紙の湿潤引張強さをその所定の紙を生成させるのに使用される紙マットの総固形
分に対するフィラーのパーセンテージと対比して比較すると、その結果から、シートは、
湿潤強度助剤６３７００（一時的湿潤強度助剤）の添加なしでは、非常に弱い湿潤強度を
有していたことが明らかに示される。ベロックス（Ｖｅｌｏｘ）は、シート湿潤強度を著
しく増加させることができた。フィラー前処理だけでは、シート湿潤強度を増加させなか
った。しかしながら、フィラー前処理はさらに、ベロックス性能を増強させ、より高いシ
ート湿潤強度が得られた。
【００２０】
　所定の紙のウェットウエブ引張強さを、その所定の紙を生成させるのに使用される紙マ
ットの総固形分に対するフィラーのパーセンテージと対比して比較すると、フィラー含量
の増加と紙ウェットウエブ強度の減少との間の関係は線形関係である。ナルコ（Ｎａｌｃ
ｏ）脱水助剤（ウェットウエブ強度助剤）６３７００の添加なしでは、紙シートは非常に
不十分なウェットウエブ強度を有していた。シートウェットウエブ強度は、ナルコ脱水助
剤６３７００を使用することにより著しく改善することができた。フィラー前処理だけで
は、紙ウェットウエブ強度にほとんど影響を及ぼさなかった。しかしながら、フィラー前
処理は、ナルコ脱水助剤６３７００の性能をさらに強化することができ、追加の２０％湿
潤強度改善がより低い灰分でのフィラー前処理により達成された。より高い灰分に関して
は、６３７００の性能は２０％よりさらに高く強化された。これは、フィラー粒子に捕捉
された強度添加物の低減された有効性がフィラー前処理により解放されたからである。
【００２１】
　この発明に包含されるフィラーの少なくともいくらかはよく知られ、市販されている。
それらとしては、不透明またはブライトネスを増加させ、多孔度を減少させ、または紙ま
たは板紙シートのコストを低減させるために使用される任意の無機もしくは有機粒子また
は顔料が挙げられる。最も一般的なフィラーは炭酸カルシウムおよび粘土である。しかし
ながら、タルク、二酸化チタン、アルミナ三水和物、硫酸バリウム、および水酸化マグネ
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シウムもまた、好適なフィラーである。炭酸カルシウムとしては、乾燥または分散スラリ
ー形態の重質炭酸カルシウム（ＧＣＣ）、チョーク、任意の形態の沈降炭酸カルシウム（
ＰＣＣ）、および分散スラリー形態の沈降炭酸カルシウムが挙げられる。ＧＣＣまたはＰ
ＣＣの分散スラリー形態は、典型的にはポリアクリル酸ポリマ分散剤またはポリリン酸ナ
トリウム分散剤を使用して生成される。これらの分散剤の各々は、著しいアニオン電荷を
炭酸カルシウム粒子に付与する。カオリン粘土スラリーもまた、ポリアクリル酸ポリマま
たはポリリン酸ナトリウムを使用して分散される。
【００２２】
　少なくとも１つの実施形態では、処理用物質組成物は、米国特許第６，５９２，７１８
号に記載される物質組成物の任意の１つまたはその組み合わせである。特に、その中で詳
細に記載されるＡｃＡｍ／ＤＡＤＭＡＣコポリマ組成物のいずれも、処理用物質組成物と
して好適である。ＡｃＡｍ／ＤＡＤＭＡＣコポリマ組成物の一例は、イリノイ州ネイパー
ビルのナルコカンパニー（Nalco Company）製の製品＃ナルコ－４６９０（以降、４６９
０と称する）である。
【００２３】
　処理用物質組成物は凝固剤とすることができる。この発明に含まれる凝固剤はよく知ら
れており、市販されている。それらは無機か有機であってもよい。代表的な無機凝固剤と
しては、ミョウバン、アルミン酸ナトリウム、ポリ塩化アルミニウムまたはＰＡＣ（クロ
ロヒドロキシアルミニウム（aluminum chlorohydroxide）、アルミニウムヒドロキシドク
ロリド（aluminum hydroxide chloride）、およびポリアルミニウムヒドロキシクロリド
（polyaluminum hydroxychloride）としても知られている）、硫酸化ポリ塩化アルミニウ
ム、ポリアルミニウムシリカスルフェート（polyaluminum silica sulfate）、硫酸第二
鉄、塩化第二鉄、など、およびそれらのブレンドが挙げられる。
【００２４】
　処理用物質組成物として好適ないくつかの有機凝固剤が、縮合重合により形成される。
この型のポリマの例としては、エピクロロヒドリン－ジメチルアミン（ＥＰＩ－ＤＭＡ）
、およびＥＰＩ－ＤＭＡアンモニア架橋ポリマが挙げられる。
【００２５】
　処理用物質組成物として好適な追加の凝固剤としては、二塩化エチレンおよびアンモニ
ア、または二塩化エチレンおよびジメチルアミンの、アンモニアの添加ありまたはなしの
ポリマ、多官能性アミン、例えばジエチレントリアミン、テトラエチレンペンタミン、ヘ
キサメチレンジアミンなどの、二塩化エチレンとの縮合ポリマおよび縮合反応により生成
されるポリマ、例えばメラミンホルムアルデヒド樹脂が挙げられる。
【００２６】
　処理用物質組成物として好適な追加の凝固剤としては、カチオン荷電（cationically c
harged）ビニル付加ポリマ、例えば、（メタ）アクリルアミド、ジアリル－Ｎ，Ｎ－二置
換アンモニウムハライド、ジメチルアミノエチルメタクリレートおよびその四級アンモニ
ウム塩、アクリル酸ジメチルアミノエチルおよびその四級アンモニウム塩、メタクリルア
ミドプロピルトリメチルアンモニウムクロリド、ジアリルメチル（β－プロピオンアミド
）アンモニウムクロリド、メチル硫酸（β－メタクリロイルオキシエチル）トリメチルア
ンモニウム、四級化ポリビニルラクタム、ビニルアミン、およびアクリルアミドまたはメ
タクリルアミド（マンニッヒまたは第四級マンニッヒ誘導体を生成するように反応させら
れている）のポリマ、コポリマ、およびターポリマが挙げられる。好ましい四級アンモニ
ウム塩は塩化メチル、硫酸ジメチル、または塩化ベンジルを用いて生成させてもよい。タ
ーポリマは、ポリマ上の全体の電荷がカチオン性となる限り、アニオン性モノマ、例えば
アクリル酸または２－アクリルアミド２－メチルプロパンスルホン酸を含んでもよい。こ
れらのポリマ、ビニル付加および縮合の両方の分子量は、数百という低いものから数百万
という高いものまでの範囲である。好ましくは、分子量範囲は約２０，０００から約１，
０００，０００である。少なくとも１つの実施形態では、前処理は、フィラー粒子を前処
理するための好適な物質組成物として記載される物質組成物のいずれかの１つ、いくつか
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、または全ての組み合わせにより前もって作製される。
【００２７】
　少なくとも１つの実施形態では、湿潤強度助剤またはウェットウエブ強度添加物または
濾水助剤はフィラー粒子を処理するために好適な物質組成物と同じ電荷を有する。その２
つが同じ電荷を有する場合、フィラー添加物は、湿潤強度助剤、ウェットウエブ強度添加
物または濾水助剤をその表面上に吸着させる可能性が低くなる。発明に包含される湿潤強
度助剤、ウェットウエブ強度添加物または濾水助剤は、米国特許第４，６０５，７０２号
および米国特許出願公開第２００５／０１６１１８１号に記載されている物質組成物のい
ずれか１つ、特に、その中で記載される様々なグリオキシル化アクリルアミド／ＤＡＤＭ
ＡＣコポリマ組成物を含む。グリオキシル化アクリルアミド／ＤＡＤＭＡＣコポリマ組成
物の一例は、製品＃ナルコ６３７００（イリノイ州ネイパービルのナルコカンパニーによ
り製造）である。別の例は、アリルアミン／アクリルアミドコポリマおよびポリビニルア
ミンを含むアミン含有ポリマであり、もう一つの例はポリアミド－ポリアミン－エピクロ
ロヒドリン（ＰＡＥ）である。
【００２８】
　少なくとも１つの実施形態では、使用されるフィラーはＰＣＣ、ＧＣＣ、および／また
はカオリン粘土である。少なくとも１つの実施形態では、使用されるフィラーは、ポリア
クリル酸ポリマ分散剤を用いたＰＣＣ、ＧＣＣ、および／またはカオリン粘土またはそれ
らのブレンドである。固体紙マットに対する湿潤強度添加物またはウェットウエブ強度助
剤または濾水添加物の比率は、１トンの紙マットあたり３ｋｇの添加物とすることができ
る。
【００２９】
　少なくとも１つの実施形態では、フィラー粒子の少なくともいくらかは、回転混合装置
を使用して前処理される。回転混合装置は、処理用化学薬品をフィラー粒子に分散させる
時に回転するように構築され、配置された分配ヘッドを備える。少なくとも１つの実施形
態では、回転混合装置は、米国特許第５，９９３，６７０号に記載される装置である。装
置は凝集剤液（複数可）をプロセスストリームに混合させることができ、この場合、分配
ヘッドはドライブにより回転され、パイプ／導管内（これを通して、フィラー粒子のスラ
リーが流れる）に配置され、回転平面と関連づけられており、また、分配ヘッドは、回転
軸を取り囲むその周囲に沿って、分配される凝集剤出口および混合ブレードを有し、凝集
剤液送達導管と接続されている。
【００３０】
　少なくとも１つの実施形態では、発明はまた、凝集剤液を混合する装置の使用に関し、
凝集剤液は活性剤および水の混合物により形成され、そのｎ部が１００部のフィラースラ
リーに添加され、凝集剤液は、必要な量の活性剤を含む１００部のスラリーに添加される
。
【００３１】
　混合するための装置が、フィラースラリー流の方向における、送達ポンプまたは遠心分
離機の下流に配置され、この装置が凝集剤液およびフィラーを互いに混合した際に、良好
な結果が得られる事例がある。しかしながら、これが当てはまらない顕著な数の事例があ
り、この場合、混合装置は凝集剤液とフィラーの十分な混合を実行することができない。
上記の型の公知の装置（ＤＥ－０５　４０　２９　８２４）では、凝集剤出口が穴または
ノズルとして形成され、各混合ブレードはジャーナル様突出部として形成され、回転平面
と直角の方向の混合ブレードおよび出口の寸法はフィラースラリーストリームの幅と比べ
て、非常に小さい。場合によっては、この装置を用いて得られる凝集剤液のスラリーへの
混合は不十分であり、すなわち、添加された凝集剤液は、装置の後方のスラリーストリー
ム中に十分均一に分配されず、スラリー中に十分な凝集に必要な量で含まれない。そのた
め、本発明の目的は、凝集剤液のスラリーへのより良好な混合が達成される上記型の装置
である。本発明による装置は、この目的を達成し、凝集剤出口がスロットとして形成され
、混合ブレードがストリップとして形成され、混合ブレードは回転平面に直角に延在し、



(10) JP 6469099 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

スラリーストリームの幅の少なくとも半分に等しい長さを有することを特徴とする。
【００３２】
　少なくとも１つの実施形態では、前処理プロセスで添加される化学薬品の１つのみ、い
くらか、または全てが回転装置を用いて添加される。
【００３３】
　少なくとも１つの実施形態では、装置の分配ヘッドの構造により、スラリー中での凝集
剤液の改善された混合および分配が達成される。凝集剤液は全てのスロットから、幅広い
ストリップの形態で出て行き、その幅広いストリップの中に、以下の混合ブレードが回転
方向とは反対の方向に挿入され、凝集剤液をその縁に沿って霧状のストリップとして引き
出し、スラリーに通す。凝集剤液はスロットを通して、中断される急流としてスラリー中
に送達され、スロットおよびストリップは、次々に回転方向に配置される。スロットおよ
びブレードの長さの寸法は、ストリームまたは分配ヘッドの直径にしたがって決まる。
【００３４】
　少なくとも１つの実施形態では、凝集剤スロットおよびストリップ形状ブレードは、ス
ラリーストリームの方向、およびスラリーストリームに実質的に垂直な方向の両方に延在
することができる。混合ヘッドの回転軸がスラリーストリームに対してある角度をなして
延在する、発明の別の実施形態が可能である。しかしながら、原則として、混合ヘッドの
回転平面は、実質的に、スラリーストリームの方向に延在する。
【００３５】
　例えば、１列に配置された２つ以上のスロットセクションの各スロットが形成される。
しかしながら、各スロットがその全長に沿って連続している場合が特に有効で有利である
。これにより、目詰りおよび凝集剤液の望ましくない高い出口速度が防止される。
【００３６】
　各ストリップ形状混合ブレードは、例えば、その長さに沿って櫛様形状で半径方向の切
り込みを有して分割される。しかしながら、各ストリップ形状混合ブレードがその長さに
わたり連続している場合が特に有効で有利である。これにより、ストリップ形状混合ブレ
ードの剛性が改善され、混合作用が改善される。
【００３７】
　各出口スロットの断面は、出てくる凝集剤液の量を制御するためにその長さに沿って変
化させることができる。各出口スロットの断面が、その長さに沿って見た時に、中央に向
かって増加される場合が特に有効で有利である。出口スロットのこの形状は、スロットが
ストリーム方向に対して直角に延在する場合に使用され、というのも、スラリーパイプの
中央では、側面よりも多くのスラリーが存在するからである。均一なスロット幅を有する
と、凝集剤のスラリー中への均一な送達が達成される。
【００３８】
　少なくとも１つの実施形態では、凝集剤液のための出口を形成するスロットは、例えば
、７－９ｍｍの幅を有する。単位時間に送達される凝集剤液の量が大きいほど、スロット
が幅広くなり、単位時間に送達される凝集剤液の量が小さいほど、幅が狭くなる。
【００３９】
　各ストリップ形状混合ブレードの縁がスラリーパイプの内側輪郭にほぼ平行に延在し、
その間にクリアランスが形成される場合が特に有効で有利である。半径方向に延在する細
長いストリップ形状混合ブレードは混合作用を改善する。しかしながら、クリアランスが
混合ブレードとスラリー導管の間に残っていなければならず、そのクリアランスは、スラ
リー中に存在する石片の通過を可能にするのに十分大きなものである。
【００４０】
　このクリアランスは特に重要であり、ストリップ形状混合ブレードがストリームに対し
て直角に延在する時に大きくなる。ストリップ形状混合ブレードがストリームに対して直
角に延在する場合、クリアランスは好ましくは、回転軸と直角の方向よりも、回転軸の方
向で小さくなる。
【００４１】
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　分配ヘッドドライブの回転方向を変化させることができる場合、発明の特に有効で有利
な実施形態が得られる。本発明による装置では、混合ブレードは、スラリーパイプ断面に
対して、比較的大きく、または突き出ており、そのため、分配ヘッドが同じ方向に長期間
回転した場合、硬い小片による目詰りおよび繊維または糸の蓄積の危険がある。反対方向
の回転により、そのような目詰りおよび蓄積が防止される。
【００４２】
　１つ、２つ、および／またはそれ以上の凝集剤出口を、例えば、２つの混合ブレード間
に提供することができる。しかしながら、出口スロットおよびストリップ形状混合ブレー
ドが回転方向に交互に存在する場合が特に有効で有利である。これにより、混合プロセス
もまた改善される。分配ヘッド上、回転方向で、２つ以上の出口スロットおよび２つ以上
のストリップ形状混合ブレードが提供される。
【００４３】
　分配ヘッドの領域内のスラリーパイプの内側断面が、スラリーパイプのさらに遠い内側
断面と同様である場合、さらに特に有効で有利である。このように、本発明による装置は
、スラリーパイプの狭窄、およびそれと関連して、スラリーの流速の増加を排除する。分
配ヘッドは、スラリーのために使用可能な断面のより大きな狭窄をすでに形成している。
【００４４】
　分配ヘッドが円筒形の管状セクションとして形成される場合、および／または分配ヘッ
ドの外径が少なくともスラリーパイプの内径の０．４に等しい場合、特に有効で有利であ
る。これにより、構造が簡単になり、分配ヘッドの剛性が改善され、出口スロットの形状
およびストリップ形状混合ブレードにより、分配ヘッドの剛性への要求の増加が示される
。
【００４５】
　分配ヘッドが回転可能に支持された接続チューブに通され、接続チューブはスラリーパ
イプから離れる方向に延在し、ドライブおよび凝集剤液送達導管に接続され、さらに入口
開口が提供され、接続チャンバ中で回転可能に支持され、接続チャンバの中に凝集剤液送
達導管が開口されている場合、発明の特に有効で有利な実施形態が形成される。この凝集
剤液の回転可能な分配ヘッドへの送達様式により、接続チューブの剛性の増加および簡単
な手段によるその支持が確実になる。これは、本発明による装置では、ストリップ形状混
合ブレードとスラリーパイプの「石粉砕」協力のために可能となる。
【００４６】
　凝集剤液（複数可）の出口スロットを通る十分な送達のために、凝集剤液（複数可）に
使用可能な流れ断面が非常に重要である。発明の１つの実施形態では、出口スロットの全
てが共に、凝集剤液の先行する流れ断面より小さい断面を有する。入口開口の全断面は送
達導管および接続チューブにおける流れ断面より小さくはない。分配ヘッドおよび接続チ
ューブにおける流れ断面は同様である。密閉接続チャンバ内の接続チューブの配置により
、凝集剤液の流れ断面を最適化することができる。
【００４７】
　逆止弁が凝集剤液送達導管において配置される場合、特に有効で有利であり、逆止弁の
前の凝集剤液が加圧下にない場合、例えば、凝集剤液ポンプが動作しない場合、スラリー
は出口スロットに浸透することができる。凝集剤液ポンプからの凝集剤液もまた加圧下に
ない場合、接続チャンバ中のシーリングおよびベアリングは凝集剤液で潤滑されたままで
ある。
【００４８】
　分配ヘッドが７００－２，５００回転／分、好ましくは１，０００－２，０００回転／
分の回転速度で駆動される場合、発明の特に有効で有利な実施形態が得られる。この比較
的高い回転速度では、凝集剤液の、スラリー中での所望の改善された混合および分配が起
こる。低すぎる回転速度、５００回転／分未満では、凝集剤液のストリップまたはストリ
ームが中断してしまう。しかしながら、大きな速度では、所望の効果を達成するために、
高すぎる費用が必要となる。上記型の公知の装置（ＤＥ－０５　４０２９８２４）では、
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リザーバに貯蔵されている凝集剤が使用可能である。さらに、真水を、液体または粉末形
態の使用可能な凝集剤に添加し、約１％の凝集剤親溶液が得られることが知られている（
ＤＥ－０５　３９　０１　２９２）。凝集剤親溶液はその後、充填ステーションで、４－
１０体積部の補給水と混合され、いわゆる市販溶液の形態の凝集剤が得られる。この凝集
剤は、スラリーに添加されたフィラースラリーの量の１８－２０％の量で添加され、すな
わち、凝集剤物質の形態の約２０部の凝集剤液が、１００部のフィラー粒子に添加される
。その上、凝集剤－含有スラリー、すなわち、調整済みフィラーは、さらに添加される凝
集剤液の混合により、液体の１／６を含む。
【００４９】
　公知の適用では、凝集剤物質の追加の加工処理のために、大量の水が使用されるが、大
量の水の使用は高くつく。加工処理のために、親溶液を得るための装置に加えて、市販溶
液を得るための装置が必要とされる。この装置により、装置と関連する追加の費用および
装置の駆動と関連する追加の費用が生じる。凝集剤およびその水はスラリーとよく混合さ
れるまで送達され、送達にはエネルギーが必要であり、エネルギーの送達にはコストがか
かる。凝集剤の水成分は、スラリーと一緒に、フィルタープレスまで送達され、フィルタ
ープレスを通過し、最後に、再び精製されなければならない。よって、公知の適用では、
追加の費用の増加は凝集剤液に含まれる水と関連する。
【００５０】
　そのため、本発明の目的は、上記プロセスを改善し、凝集剤液の使用または含水量の増
加と関連する費用を排除することである。この目的は、本発明の上記装置を、１００ｔの
フィラースラリーに対して提供される凝集剤液の必要量が最大３ｔとなるように設計する
ことによって、本発明により達成される。
【００５１】
　本発明による装置の分配ヘッドの使用により、スラリーに混合される凝集剤液の有効性
を排除せずに、凝集剤液の水成分を排除することが可能になることが見出された。一方、
公知の適用では、予め決められた量の添加物を用いた予め決められた効果を達成するため
に、大量の水成分が必要であるが、本発明の装置が使用される場合は大量の水成分は必要
ではない。凝集剤液の水成分は、非常に大きな程度まで低減させることができ、そのため
、この含水量と関連する費用はそれに応じて排除される。必要な水が少なくなるので、ポ
ンピングされる必要がある水が少なくなり、精製される必要がある水が少なくなる。
【００５２】
　本発明により達成される改善された有効性は、下記の通り、説明することができ、その
説明が正しいことを主張しなくてもよい：本発明の装置の混合ブレードの特別な形状はス
ラリーのフィラースラリー粒子を著しく破壊し、得られた破壊された小片は開いた亀裂を
形成する。凝集剤出口の特別な形状により、確実に、凝集剤液が大きな表面ベール（surf
ace veil）の形状をとり、その表面ベールが、新たに開いた亀裂を被覆し、そのため、フ
ィラーおよび凝集剤の混合が増大する。本発明による凝集剤液は、細かく分配された状態
ですでに混合されているため、添加物をさらに大量の水で希釈する、すなわち、凝集剤液
の水成分を増加させる必要はない。よって、本発明の特に有効で有利な実施形態によれば
、凝集剤液は親溶液として使用され、添加物は、水と単一工程で混合される。この実施形
態を用いると、さらに水と混合するための追加のステーションが排除される。
【００５３】
　以下、図１および図２について説明すると、少なくとも１つの実施形態では、装置はフ
ィラースラリー運搬導管／パイプ１に取り付けることができ、ここを通って、フィラース
ラリーが矢印２の方向に流れることが示されている。装置は、細長いフランジ３によりス
ラリーパイプ１に取り付けることができ、フランジ３から突出する接続チャンバ４を含む
。接続チャンバ４から、分配ヘッド６が、スラリーパイプ１中に延在し、チャンバ４の反
対端で提供され、電気モーターとして形成されるドライブ７により回転される。凝集剤液
導管８がチャンバ４に開口し、逆止弁９が導管８内に配置される。分配ヘッド６は出口ス
ロット１０を形成し、混合ストリップ形状ブレード（１１）を備える。
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【００５４】
　スリーブ１４は接続チューブ１５をドライブ７から延在するシャフト延長部１２内で支
持し、および接続チャンバ４の端壁内では、軸方向面シール（axial face seal）１６が
提供され、軸方向面シール１６を通ってシャフト延長部１３が延在する。接続チューブ１
５は複数の細長い入口開口１７を有し、入口開口１７を通って凝集剤が接続チューブ中に
接続チャンバから流れ込む。接続チューブ１５は、フランジ３内に設けられた滑りベアリ
ングスリーブ５を通して接続チャンバ４中に突出し、管状形状分配ヘッド６がチューブ１
５の一体部分を形成する。分配ヘッド６は破線で指定される回転平面１８と関連づけられ
る。各混合ブレード１１が弓形縁１９を形成し、弓形縁１９はブレードの対応する位置で
、円形断面を有するスラリーパイプ１に対してスロット２０の範囲を制限する。
【００５５】
　前記は下記実施例を参照することにより、よりよく理解することができ、その実施例は
、例示目的で提示され、発明の範囲を制限することは意図されない。
【実施例】
【００５６】
実施例１
１（ｉ）フィラー前処理：
　フィラー粒子のブレンドを製紙工場から入手した。ブレンドフィラーは、５０％ＰＣＣ
および５０％１００％ＧＣＣの混合物とした。フィラーブレンドを、固形分が２０％にな
るように水道水で希釈した。２００ｍＬの希釈したフィラーブレンドを５００ｍＬガラス
ビーカーに入れた。撹拌を凝固剤の添加前少なくとも３０秒間実施した。スターラーは、
Ｒ１３４２、５０ｍｍ、４ブレードプロペラを備えたユーロスター（EUROSTAR）デジタル
オーバーヘッドミキサとした（どちらもノースカロライナ州ウィルミントンのイカワーク
ス社（IKA Works, Inc.）製）。凝固剤溶液を、８００ｒｐｍの撹拌下での最初の３０秒
の混合後に、徐々に添加した。使用した凝固剤溶液は４６９０であった。凝固剤の投与量
は、乾燥フィラー重量に基づき１ｋｇ／トンとした。撹拌を８００ｒｐｍで、凝固剤が全
て添加されるまで続けた。その後、撹拌速度を１５００ｒｐｍまで１分間増加させた。
【００５７】
１（ｉｉ）フィラーの使用：
　完成紙料を、市販の広葉樹さらしドライラップ（bleached hardwood dry lap）を分解
することにより調製した。５０％ＰＣＣおよび５０％ＧＣＣの混合物をパルプ完成紙料に
添加し、シート中の異なるフィラー量を達成した。２００ｐｐｍナルコ６１０６７を歩留
向上剤として使用した。前処理評価のために、フィラー混合物を、ナルコ凝固剤４６９０
で前処理し、その後、フィラーを完成紙料中に混入させた。ハンドシート（handsheet）
の調製中、３ｋｇ／トンのナルコ６３７００を添加し、シートウェットウエブ強度を改善
させた。我々は、シートウェットウエブ強度を測定することにより、６３７００のプレス
脱水性能へのフィラー前処理の効果を評価しようとした。ハンドシートを、６０℃で同じ
圧力レベルを制御することにより、一定の固形分（５０％）になるまでプレスし、ウェッ
トシートを水中、１０００ＲＰＭのせん断力下で完全に粉砕するために必要とされる時間
を記録し、シートウェットウエブ強度を比較した。シートウェットウエブ強度は、間接的
にプレス脱水を反映することが予想された。結果から、シートウェットウエブ強度は、６
３７００の添加により、著しく改善することができたことが示される。フィラー前処理は
、より低い灰分での追加の２０％により、シートウェットウエブ強度をさらに強化するこ
とができた。より高い灰分については、６３７００の性能は２０％よりさらに高くなった
。
【００５８】
実施例２
　製紙機械がＧＡＢ３００を９００ｍ／分の機械速度で作製する機械試験を実行した。セ
ルロース繊維が１４％ＭＸＷ、３％コート損紙、１７％ＳＯＷ、１２％未コート損紙、４
４％ＤＩＰおよび１０％ＯＮＰである、組成物を提供した。完成紙料はまた、ＧＣＣを含
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んでいた。試験中、１５／トンのナルコプレス脱水助剤６３７００、歩留向上剤、サイズ
剤、およびカチオン性デンプンを含むウェットエンド添加物は全て、一定に維持した。
【００５９】
１）フィラー歩留増強：
　４６９０を、フィラーに基づき、０．５ｋｇ／トンから２ｋｇ／トンまで徐々に増加さ
せた。オンライン灰分は、４６９０のフィラーパイプへの添加に伴い徐々に増加したこと
が見出された。明らかに、１５．６％から１６．３％の０．７の灰ポイント増加がフィラ
ー前処理により得られた。歴史的に、同グレードの生成では、ＤＣＳの記録された灰分は
ナルコ６３７００の使用なしで約１２％であった。灰分改善はフィラープライ（ｐｌｙ）
によってのみ提供されたことが指摘されるべきである。そのため、フィラープライが最終
製品の半分の坪量を占めたので、フィラープライにおける灰分増加は約１．４％であると
仮定された。ＦＰＡＲは７０％から７５％まで増加し、これにより、最終灰分が著しく増
強された理由を説明することができるであろう。
【００６０】
２）蒸気圧低減：
　予備乾燥機の蒸気圧がフィラー処理により低減されたこともまた見出された。蒸気圧は
２．１５から２ｂａｒまで、１０：３０ａｍから２：００ｐｍに徐々に減少した。第１の
プレスセクションのプレス圧力および第２のプレスセクションのプレス圧力がそれぞれ、
５５０から４７０および６００から５８０に低減されても、蒸気圧だけは２．０５に戻っ
た。
【００６１】
　試験中、灰分は約１５．６％から、フィラーを前処理した後約１時間で１６．３％に増
加し、その後、同じレベルで数時間維持された。他方、蒸気圧は数時間、プレス荷重が低
減されるまで減少し続けた。これにより、蒸気低減は灰分増加のみに由来しなかったこと
が示されると考えられる。その上、この試験の蒸気需要低減はフィラープライのみに由来
する。というのも、４６９０はこのプライに対してのみ適用され、よって、灰分増加単独
により引き起こされた総蒸気低減は少ないはずだからである。そのため、結果により、フ
ィラー前処理は、プレス脱水剤またはウェットウエブ強度助剤としての６３７００性能を
増強させることができることが示された。
【００６２】
　当業者であれば、前に記載される方法は全て、他の非セルロース系繊維材料を含む紙マ
ット、セルロース系および非セルロース系繊維材料、および／または合成繊維系材料の混
合物を含む紙マットに適用可能であることを認識するであろう。
【００６３】
　特許請求の範囲で規定される発明の概念および範囲から逸脱せずに、本明細書で記載さ
れる発明の方法の組成物、動作、および配置の変更が可能である。この発明は多くの異な
る形態で具体化することができるが、発明の特定の好ましい実施形態が本明細書で詳細に
記載される。本開示は発明の原理の例示であり、発明を、説明される特定の実施形態に制
限することは意図されない。さらに、発明は、本明細書で記載される様々な実施形態のい
くつかまたは全ての任意の可能な組み合わせを包含する。本出願のどこかで、または、任
意の引用される特許、引用される特許出願、または他の引用される材料において言及され
る全ての特許、特許出願、および他の引用される材料は、これにより、その全体が参照に
より組み込まれる。さらに、この発明は、任意の引用される材料の組成物、方法、成分、
要素、または他の部分の１つ、いくつか、または全てを排除する実施形態を企図する。
【００６４】
　上記開示は例示であり、包括的ではないことが意図される。この記載は、当業者に多く
の変更および代替を示唆するであろう。これらの代替および変更は全て、特許請求の範囲
内に含まれることが意図され、ここで、「含む」という用語は、「包含するが、これに限
定はされない」ことを意味する。当業者であれば、本明細書で記載される特定の実施形態
の他の等価物を認識することができ、その等価物もまた、特許請求の範囲により包含され
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ることが意図される。
【００６５】
　これで、発明の好ましいおよび別の実施形態の説明を終える。当業者であれば、本明細
書で記載される特定の実施形態の他の等価物を認識することができ、その等価物は、添付
の特許請求の範囲により包含されることが意図される。

【図１】 【図２】
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